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現代自由論の研究(ニ)

白石正夫

A Study on Liberty 

Masao Shiraishi 

Abstract 

Capitalism or socialismつ Thisalternative is one of the greatest 

problems that we should solve today. Which can giv巴 mor巴lib erties to 

us? This is one of the gr日atestquestions that we must answer， when we 

choos巴 betweenthem. When we， then， ask wha_t liberty is， we are sur-

prised to find too many answers to the question. Especially， the West 

and the East are very di町erentfrom each other concerning the meaning 

of liberty 

1. First， this paper takes up some theories on liberty， criticizes the 

defects of them and tries to seek one m巴asureof liberty with which we 

can measur日 thequantity of liberties on both sides， the West and the 

East 

2. Secondly， this paper examines where Engels' statements on liberty 

should be placed in the modern theory on Iiberty 

はじめに

自由とは何か。乙の聞に対して，ただ一つの解答を与える乙と，乙れは，現

代世界が緊急に必要としている，理論作業の一つである。なぜなら世界政治

と各国圏内政治とにおいて，東西，左右の陣営が対立している最大の争点の一

つが，いずれが自由な社会か，どちらが人々に自由を保障するのか，乙の点lζ
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494 白石正夫

あるからである。だが自由という語は多義的であり，意味の暖昧な概念、である。

それゆえ，両陣営は，それぞれの自由の定義を前提として，ともに自らを自由

の守護神と主張する。しかし，乙れでは議論はかみあわず， 論争は不毛なもの

となるほかはない。この乙との論理的帰結は，両陣営の対決を，人々の理性的

な判断にもとづく選択に委ねる乙とによって，平和的解決に導くのではな く，

力による決着，核戦争によ る終末的「解決」の道へと向かわせる ζ とにならざ

るをえなし、。従って現代世界の危機を解決するためには，東西，左右のいずれ

を選択するのかを，人々の冷静な判断lζ委ねる乙と，その判断のための基準を

確定する乙とが，是非とも必要であろう。それゆえ，自由をめぐる論争を実り

あるものとし，どちらが真に自由を保障するのかを明確にするために，自由lζ

一義的で明快な定義を与える乙とが求められているのである。筆者は，前稿

(1現代自由論の研究(一)J.室蘭工業大学研究報告，第10巻 第3号，以下前

稿と略記)で，乙の現代の差し迫った理論的課題に， 筆者なりの解答を与えよ

うと試みた。本稿も，自由の統一的尺度を探求しようとする問題意識に導かれ

ている。

自由についての一つの尺度を探求する上で，解決を必要とする論点の一つは，

エンゲ、jレスの自由概念を，自由論の中にどう位置づけるか，という問題であろ

う。なぜなら東西の自由論が最も鋭く対立してきたのは，乙のエンゲルスの自

由の定義をめぐってであったからである。即ち，東側は，エンゲルスの語る自

由乙そ真の自 由だと主張し，乙のような自由概念を含まない西側の自由論は，

抽象的で形式的な自由を言い立てるのみで，何ら実質的な自由を保障しえない

と断ずる。西側は，まさに東側の自由論が乙のエンゲ‘ルスの自由概念lζ立脚し

ているがゆえに，強制を自由だと言いくるめて人々を惑わい現実には政治的自

由の一片も保障されない全体主義社会を，自由が花聞く社会だと主張 して恥な

いのだ，と論難する。乙のような状態では，東西間で自由概念についての合意

を確立し，乙れを判断基準として，人々に選択を求める乙となぞ到底不可能で

あろう。それゆえ，自由論論争において，東西が相対立する焦点、のーっとなっ

ている，乙のエンゲルスの自由概念をどう位置づけるか，これに対する解答が
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いま求められているのである。本稿は，エンゲ、jレスをめぐっての論争を交通整

理しつつ，若干の私見をもって，乙の論争l乙一枚加わろうとする。

(ー)東側自由論の一典型一一東独の自由論

東側自由論の一典型として， 乙乙では， ドイツ民主共和国の一著作1)を取り

上げる。ここでの自由の定義は乙うである。「自由とは，自然および社会の合

法則性の科学的認識にもとづく，人間の自然および社会的諸関係にたいする支

配である。自由とは，客観的合法則性の認識に照応して，人聞がかれらの生活

諸関係を，事柄についての知識にもとづく決定によって形成する能力である。J2) 

乙の自由論では，自由は，一貫してエンゲルスの自由概念にもとづいて把握され，

そ乙から一歩も出ていない。即ち自由は，必然性と人間の自由との関係におい

て，自然や社会を支配する客観的諸法則と人間との関係のみにおいてとらえら

れている。乙の限りでは，当然のことながら，人間個人は誰であれ主体的決定

を，自然・社会諸法則を無視して実現できるわけではない。また主体的決定自

体も，自然と社会の諸条件l乙規定されている乙とはいうまでもない。従って

「自由は，人が欲する乙とをなしうる，という乙とを意味しているのではない。

そのようなことは決してなかったし，また今後もないであろうj3)o I人間がど

の程度の自由を獲得しうるか，また現実lζ獲得しているかということは，まず

第ーにかれらの意志に依存しているのではなく……根本的には生産諸力と生産

諸関係との客観的弁証法によって規定されている。J4)人聞は，客観的諸条件と

無関係に，自己の目的を実現できるわけではもちろんない。つまり自由には，

歴史的，具体的性格が与えられている。また「生産諸力と生産諸関係との弁証

法…・は，敵対的な階級社会においては，自由の階級的性格をも規定してい

るJ5)。従って「自由なのは… 自己の目標や行為を，客観的な歴史的必然性お

よび合法則性にしたがって設定し規定すると乙ろの階級である J6)。乙うして

「乙れまでの全歴史は，全体的に人聞による前進的な自然支配の歴史，従って

また，人間的自由のたえざる進歩とみなされうる。同時にしかし……階級社会
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においては，おのおのの乙うした進歩は，労働する人間の，かれらに固有の社

会関係lζ対する，力の喪失の深化と結び、ついていた。… 科学と技術がここで

より広範に発展すればするほど，当該の社会的諸関係にたいする支配としての

実在的自由の欠落が，ますます強く感じられるJ11。

以上のように，乙の著作は，エンゲ、ルスの自由概念を自由のすべて，自由そ

のものとする視点で貫かれている。現代自由論の課題は，現実の生身の人間個

人の，思想、の自由，選択の自由，行動の自由という，個人の自由の全局面，自

分で考え， 自分で選び，自分で実行したいという人閣の普遍的願望，人間の尊

厳の証としての自由，乙れらのそれぞれの局面を，そしてまた全局面を肯定し

保障するための，理論的基礎づけにある，と筆者は考える。L、かなる社会でも，

従って社会主義社会でも保障されねばならない，あるがままの個人の自由 Blは，

上の著作のような自由論では，理論的l乙基礎づける乙となど到底できないので

はなかろうか。即ち乙乙での自由は，個人ではなく階級の，客観的諸法則の認

識にもとづいた，自然と社会iζ対する支配である。あるがままの，未だ科学的

認識に到達していなし、かもしれない個人が，試行錯誤を重ねつつ，自分で考え

行動する自由，資本主義社会においてであれ，社会主義社会においてであれ，

無数に存在する普通人の自由は， 一切考察の対象とはなっていないのである。

乙こで語られているのは，社会階級が思い通りに自然や社会を支配することが

できるための，科学的，哲学的な理論的根拠といったものであり，乙れが自由

論のすべてとされているのである。それゆえ，上記l乙引用したように，階級社

会における科学と技術の発展は，一路労働する階級の隷属の深化を導くものと

してしかと らえられなし、。乙れでは，資本主義社会の中で，経済権力，政治権

力の抑圧に抗して闘いとられてきた民主主義的諸自由を評価する視点は出て乙

ない。労働する人間は，階級社会にあっても，否，階級社会だからこそ，自己

の人間性を否定する権力に対して，生身の人間として，人間の尊厳を獲得しよ

うとする闘し、を生み出し，権力からの自由，権力を批判する自由，権力を覆す

自由を制度として確立してきたのである。客観的諸法則と人間との関係を問題

とする自由論，その限りでは妥当な自由論も，生身の個人，普通の個人たちの，
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権力との関係でとらえられた自由を重視し乙れを理論的に基礎づける論点を

欠いていたのでは，現代lとふさわしい自由論とはいえないのではなかろうか。

あるいは，客観的諸法則と人間の関係で自由をとらえる，所謂「哲学的」自由

論からは，現代において解決しなければならない自由の問題の一つ，即ち社会

主義国家権力からの自由をどう基礎づけるかへ という視点は出て乙ないので

はなかろうか。現在我々は，アフガニスタンへのソ連の侵略やポーランドにお

ける戒厳令を目撃しつつあるのであるが，乙のような逆噴射型社会主義権力か

らの自由，乙の誤りを正すための自由を確立する乙とは，核発射型資本主義権

力からの自由，乙れをやめさせる自由と同様に，差し迫った現代の課題である。

だが，エンゲルスの自由概念をも って自由の定義だとする議論からは，乙のよ

うな自由は問題とならないのではなかろうか。否，逆噴射型社会主義は，まさ

にそのような定義を理論的基礎として形成されてきたのではなかろうか。乙の

点を次lと検討しよう。

上記の著作においても，個人の主観的自由が語られていないわけではない。

「もし人聞が，環境の影響をたんに執行するだけの機関であり，自分の内的主

観的動因から決心じた行為を， 自分でたてた目標にしたがってお乙なう能力を

もっていないとすれば，個人の自由について語ることはできないだろう。個々

人……の態度は，客観的諸関係によ って絶対的に決定されているのではなく，

外的決定は主観的な諸要因による規定をも受けるo 一行為は，現実の諸傾向

と諸関連との客観的な多様性が同時に表現されるところの，もろもろの可能性

の範囲をもっている。 い・自由……は，人間の行為の客観的な諸決定因子のあ

いだで価値的に区別をおとない，いくつかの現実的可能性のもとで一つの

可能性を行為において実現する人間の能力のうちにある。J10) 乙乙には，個人

の自由の全局面と，それぞれの局面の自由が，現実に存在するのだという乙と

が肯定されている。即ち内的主観的動因という内的意欲形成の自由，決心とし

ての価値選択の自由，それを行為において実現する行動の自由が，人聞にはあ

るのだ，という事実の肯定が含まれている。しかもそのことには客観的根拠が

ある。即ち人間の行為は，もろもろの可能性の範囲をもっており，選択するこ
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とのできるいくつかの可能性が，現実には存在している，というのである。乙

の事実の肯定は，個人が主観的に考え，選択し，行動する自由，一人ひとりの

人間の自由，個人の尊厳を保障する乙との必要性の主張へと論理的κ発展する

はずである。現実に生活する生身の個人が，必ずしも科学的認識，必然性の洞

察lともとづくわけではない主体的決定を，自分であれζれと試行錯誤しつつ実

行してみる自由は，人間の尊厳の不可欠のー側面である。それゆえにこそ，個

人iとは，自己と社会とに対する責任があるのである。その中から，一人ひとり

の個人の正しい認識が発展し，それ乙そが個人の確信となって，諸個人の創造

的エネノレギーが生み出されるのである。

と乙ろが，上の著作は次のように続ける。「おのおのの行為lとおいて，いろ

いろな選択の可能性が与えられているという乙とは，さしあたりは自由に関し

て未だなにも表明していない，……人聞は与えられた諸条件のもとでさまざま

な乙とを欲し願望する乙とができる。そこには，かれの自由ではなしさし

あたりその全く一般的な主観的前提のみが表明されているにすぎない。そ乙 lと

含まれているのは，人聞は，かれの態度を内的動因によって決める， 意識をも

った存在であるという乙とである。さまざまな可能性のうちの一つを選択する

乙ととしての意志の自由とともに，自由は始まる。だが，自由は，行為が客観

的必然性と一致しておこなわれる場合にはじめて，自由として示され， 実現さ

れる。J11) i与えられた諸条件のもとで， 最も好都合であり，社会的利益の確保

のために最も効果的である可能性の選択という乙とで，個人の自由の一つの重

要な前提が与えられている。しかし，それはまさに一つの前提にすぎない。な

ぜなら， 自由は，結局のと乙ろ，実践のうちで， つまり共同体と社会の成員と

しての個々人の行為のうちで，その実が示されるからである。認識と決心とに

結びついている選択は，実際の行為のうちで実現される。個人の自由は，主観

的な前提行為と外的な成果との全体として現われる。なおその際lとは，規定的

な意味は実践にぞくする。正しい認識と決心は，それらが効果的な行為をひき

お乙す場合にはじめて，自由の契機になる。生産的な働きが照応しないような

認識と決心のうちにいつまでも留まる乙とを，個人の自由の表現とみなすこと
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はできない。J12) rさまざまな行為の可能性のうち，普通その一つが，与えられ

た諸条件のもとで最良のもの，すなわち最適のものである。それを見つけ出す

ためには，認識，洞察が前提として必要である。……最適な選択項の選択は，

直接には個人から出発していても，純粋に個人的な出来事ではなく，社会的に

決定されている。社会の連関と発展にかかわるもろもろの行為は，階級利益に

よって影響される。個人が進歩的階級一労働者階級一の利益と一致して活動す

るようになり，かれの行為を社会主義社会の完成に向けているときは，個人は

自由に行為する。jl3) 乙のような理論展開， ζの「哲学的J自由論からは，個

人の認識と決心の自由を，個人の尊厳の不可欠の一部分として承認し，乙れを

保障する乙とが大切だ，という視点は出てこない。労働者階級によ って洞察さ

れた最適の選択項，即ち社会主義社会の完成，乙れに従事する場合にだけ，個

人は自由である。それ以外の認識と決心と行為は，人間の自由とは認められな

い。乙の自由論からは，個人の思想，選択の自由を，基本的人権として保障し

なければならないという認識は出て乙ない。思想の自由とは何か。ある社会，

政治体制の根幹にかかわる事項への批判の自由を含まない思想の自由は，思想

の自由とはいえない。体制を支持する自由なぞは，どζ にだって存在するので

ある。上の自由論では，社会主義社会における，乙のような批判の自由を理論

的に根拠づけることはできなかろう。建設的な批判，社会主義建設に奉仕する

限りでの批判は自由だが，それ以外の批判は思想の自由には含まれない，この

ようになるであろう。ある批判が建設的なものか，反革命的なものかの判定は，

誰が行なうか。その判断が時の政治権力l乙委ねられるなら，建設的批判も反革

命として断罪される可能性がある山。上記の著作は指摘する， r社会主義は全

面的に発達した，全面的に自己を発展させる人格を要求する。というのは，も

しそうでなければ，社会主義はそれに客観的に内在する可能性のもとにとどま

り，社会主義の優位をただ限定的にしか展開しえなし、からであるJl5)。まさに

そうだろう。だが，全面的に自己を発展させる人格は，おおらかな，自由な雰

囲気の中での自由な討論，自由な試行錯誤を通じてしか生み出されえない。そ

の中から自己の確信をつかみと った諸個人こそが，自発的に創造的活力を発揮
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しうるのである。まさにそのために，批判の自由は全面的に保障されねばなら

ない。つまり批判の自由は，皮革命的な批判の自由を含み，それが反革命的な

ものか否かの判定は，批判と反批判，討論の自由自体に委ねる，乙のような形

で保障されねばならないのである。しかし，上の自由論には，このような観点

はない。即ち，社会主義自体は既に洞察された必然性であって，乙の建設に従

事する ζ とをおいてーほかに自由はないからである。乙こには「社会主義制度

を堅固にする」言論，表現に限って自由を保障する，という論理はあっても，

「社会主義制度を堅固にするJためには，思想，表現の自由が必要だ，という

論理はない16)。

くどいようだが，今少し検討するために，引用を続けよう。「労働者階級は，

..一階級社会を克服し，それとともに人間的自由のすべての階級的制限の克服

を成就するという，歴史的課題をもっている。……人閣の自由は乙 ζでは，大

衆の意識的革命的行動であり，歴史の合法則性への洞察にもとづく科学的プロ

グラムにしたがって古い資本主義世界を新しい社会主義，共産主義の世界に改

造するととである。_j17) 1"人民大衆がこの乙とをなし得るのは，労働者階級がそ

の歴史的役割を意識しており，他の勤労諸階級と諸階層の指導を引き受ける場

合だけである。労働者階級は，かれら自身の指導的な力が科学的認識と科学的

方法で武装された党であるばあいに，乙の任務を果たすことができる。J1~) 更

にまた「社会主義社会の自由にと って……本質的なのは…-国家権力の社会主

義的性格である。本質的なのは，国家権力の社会主義的性格が，マルクス・レ

ーニン主義のなかにその堅固な理論的基礎をもっ諸原理にもとづいている，と

いう乙とである。他のなにものにもまして，マルクス・レーニン主義党による

社会主義国家と社会主義社会建設との指導は，乙れらの諸原理の構成部分であ

る。J19) このように，マルクス・レーニン主義党の指導を中心的原理とする，

国家権力の社会主義的性格が，社会主義社会の自由を保障するのであり，その

自由とは，歴史の合法則性への洞察iともとづく科学的プログラムに従つで，社

会主義，共産主義の世界を建設する乙とだと言う。だが，マルクス・レーニン

主義党を名乗る党が指導しているというだけでは，歴史の合法則性への洞察は

( 28 ) 
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保証されえない。その党が洞察を誤る場合もある。その時には，乙乙 lζいうと

乙ろの自由もありえない乙とになる。従って，問題はその中味である。乙の党

の洞察が，真l乙科学的認識と科学的方法であることが立証されうるためには，

すべての人民の意志形成と意見表明との完全な自由の保障の上に立って，乙れ

ら人民の圧倒的大多数の支持をかちえている乙とが必要である。乙のような前

提があって乙そ，洞察の正しさが保証されようし，上にいう自由も確保されよ

う。洞察を誤った時Kは，それを正すための道筋，即ち全人民の批判の自由が

確立されているからである。だが，上記の自由論では，党や権力が洞察を誤っ

た場合lζ，これを批判する 自由は， 実際のと ζ ろ認められない乙とになる。な

ぜなら，乙の著作は「討論と批判との自由は，発展のそのつどの最上の方法を

見出すための，そして客観的に与えられた諸課題を効果的に解決するための，

どうしても必要な前提である」加としつつも，それは建設的な批判の自由だけ

であって， i乙の自由を，反社会主義的諸勢力のイデオロギー的立場を公然と

弁護する，かれらにとっての可能性と取り違えてはならないJ21) し， i反革命

的な帝国主義的立場からの『批判の自由』への容認を意味しないJ22)と述べて

いるからである。洞察を誤った党，逆噴射型権力の軌道修正は，乙れではでき

ないのではないか。というのは，逆噴射型権力は，逆噴射型であれば乙そ，建

設的批判にも反革命，反社会主義の熔印を押すであろうから。乙れでは，ポー

ランドやアフガニスタン問題での誤りを正すことはできなし、。乙の誤りに対す

る批判は，反社会主義的諸勢力，反革命的な帝国主義の立場を利するものだと

して，否定されるであろう。残された手段は，人民の力による，実力lζよる批

判だということになるのだろうか。だが，これでは，危機の平和的解決の道が

閉され，力が正義だ，理論的検討は無用という乙とになろう。乙のような自由

論，自由をこのようなものとしてと らえているから，ソノレジェニツインの国外

追放やサハロフのいわば流刑が生ずるのではないか。つまり，自由を必然性と

のかかわりのみでとらえ，そ乙から一歩も出ない自由論，エンゲ)レスの自由概

念を自由そのものとする立場は， 基本的人権としてとらえられる個人の自由，

自分で思想を形成し，価値を選択し，行動する自由を，単に理論的に基礎づけら
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れない，包摂できないというだけでなく，乙の白白を自由ではないものとして，

軽視または無視し，現実にこれを保障されないものにしてしまうのではなかろ

うか。

長々と同じ著作を検討してきたが，最後に，革命後数十年を経過した社会主

義社会の乙とを考えてみよう。社会主義革命から時代が経るにつれ，当然の乙

とながら，革命を経験していない人々が増加し，革命時代の熱情は稀薄になっ

ている。大多数の人々にと っては，社会主義社会は既成の事実，生まれた時か

らの当り前の現実である。だが，現実の社会主義社会は，未だその客観的な発

展段階からして，不十分なものであろう。そ乙 lζは様々な矛盾がある。そうし

た事態は，とくに若者たちには，不満の意識を醸成しよう。青年たちの不満の

意識は，社会主義社会そのものへの疑問につながったり，社会主義社会建設へ

の無関心，無感動を生み出しやすいであろう。乙のような事実はしばしば報道

されている。とのような青年たちを，個人的利害のみを求める行動に向かわせ

たり. r自由Jを求めて外国に亡命させたり，あるいはまた社会主義社会転覆

の実際行動に走らせたりしないためには，イ可が必要だろうか。これらの若者た

ちに社会主義の優位性を確信させ，社会主義社会建設に創造的エネルギーを発

揮させるためには，どのようなことが行なわれねばならないだろうか。教育に

よって，必然、性を洞察するよう促しでも無駄である。彼等は，そのような教育

を既lζ受けていよう。残されている手段は，自己教育であろう。自分で考え行

動し，試行錯誤し，その中から自分で確信をつかむ以外lζ方法はない。そのた

めには，資本主義と社会主義とを，自ら比較しうるために，外国の書物，新聞，

放送が自由に入手できなければならないし，外国への移住と帰国の自由がなけ

ればならないであろう。その上で， 完全な言論，出版，結社の自由，討論と批

判の全き自由が保障されていなければならない。そのような大らかな自由があ

って，はじめて若者逮は，まさ K自由lζ自己を全面的に発展させつつ， 自らの

確信によって社会主義を選択するであろう。若者に限らず，人々が社会主義社

会にあって，日々社会主義を選択し直すという乙とが，社会主義の発展にとっ

ては必要である。上述の諸自由の制限は，それを妨げる方向に作用しよう。外
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国からの書物や新聞を取捨選択して，国民が自由に読む乙とを禁じたり，権力

機関が洞察したものだけを新聞や放送で流して.国民の目と耳を封じたり，自

分lζ都合の悪い批判は反革命として弾圧したり，うさん臭い結社は禁じたり，

官製の集会，行進以外は鎮圧したり，このようなやり方では到底駄目であろう。

即ち，既に必然性は洞察された，これに間違いはない，乙れに従って行動する

ととが自由だ，それ以外のことは何ら見聞するに及ばないし，まして実行する

必要はない，それは不自由を帰結するだけだ，改めて， 一人ひとりが必然性の

洞察を自分でやり直すことは無用だ、。こういう乙とでは，人々の，とりわけ若

者のエネルギーを引き出す乙とはできなし、。次代を担う青年lζ大らかな自由を

保障しないで，どうして人々に生きる喜びを与えながら，社会をダイナミック

に発展させる乙とができょう。だが，これまで検討してきた所謂「哲学的」自

由論からは，必然性の洞察を，ただ一方的に上から要求するという方向しか出

て乙ない。

(ニ)西側からの批判一一バーリンとクランストン

さて，以上のような東側の自由論lζ対して，西側の論者はどのような批判を

加えているであろうか。パーリンは，マルクス主義自由論を批判の対象のーっ

として念頭におきながら，次のように論ずる。即ち，自己支配としての積極的

自由は，次のどとく魔術的に変換される，自己支配→真の自我による支配→自

己がその一員である社会的全体の意志の支配，乙うである。かくして，理性的

な，目標を認識した人による支配と抑圧が，自由と同一視される2針。自己支配

としての自由を求める思想家の「想定は次のようなものである われわれの

『真』の本性の理性的な目的は一致しなければならぬ， 一 自由とは，非理性

的な乙と，愚かしい乙と，あるいは悪い乙とをする自由ではない。経験的な自

我を正しい鋳型へと押し乙めることは圧制ではなく，解放なのだJ2針。かくて，

理性的目的を認識したエリートによる教育，強制が，自由だとされるに至る，

乙うパーリンは語る。そして彼は， 乙のような主張の根底lζは. r自由を達成
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する唯一の真の方法は，批判的理性を用いて，必然的なものと偶然的なものと

を理解する乙 とJ25に その必然、性と自己とを同化するととだ，という認識があ

る，と指摘する。

ノ〈ー リンの自由論が断定するような，積極的自由の魔術的変換は，積極的自

由の論理自体によ って，いつでもどとでも必ず生ずる，とは言えない26l。だが，

スターリン以来のソ連の官僚主義政治，またその大国主義的対外政策，アフ ガ

ニスタン，ポーランド，チェコ事件等を考える時，歴史的には，そのような変

換があったという ζ とは否定できないであろう。そして，自由とは必然性の洞

察とそれにもとづく行動だ，とする認識を哲学的基礎として，唯一つの「最適

の選択項Jを人々 に強制する乙とが人々を自由にする，こうした政治的実践が

行なわれてきた，この 乙とも疑いのないところではなかろうか。

クランス トンも次のように述べている。 即ち，マルクス主義哲学においては，

自由とは必然性の認識である，と 27)。そして「実際政治の領域においては， マ

ルクス主義者の提供する『自由』は， r強制的1自由である。マルクス主義国

家の市民やマルクス主義政党の党員にとっての『必然、性の認識1とは，実際に

は，r命令にたいする服従』である J28l。

このクランスト ンの指摘は，正確ではない。つまりマルクス主義哲学におい

ては，自由は「必然性の認識」ではない。 それはへーゲ、ルの自由概念である。

また 「マルクス主義国家JIマルクス主義政党」のすべてが，I必然性の認識」

を強制したり ，命令l乙対する服従を要求した りするわけではないからである。

国家や政党が，マルクス主義lともとづいているものである場合には，必ずそう

するのだ，とは言えなし、からである。ただ， I洞察された必然、性Jと称するも

のを強制する 「マルクス主義J国家と 「マルクス主義J政党が存在したし，現

存している乙 と， その政治的実践の理論的基礎に，エンゲ〉レスの自由概念、があ

る，この ことは事実である。乙の事実によって，ク ランストンの指摘が，多く

の人々 にとって，説得力をもつものとな っているのである加。

以上，(ー) (二)節において，筆者は，エンゲノレスの自由概念にもとづく 自

由論では，現代自由論iζ要請されているものに応えることができない乙と，個
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人の自由を理論的lζ基礎づける乙とができない乙と，そればかりか，個人の自

由を理論的にも，実践的にも否定する結果を導かざるをえない乙と，乙れらの

点を論証してきた。

(三)ソ連における再検討の試み一一ムィスリフチェンコの自由論

第(ー)節で検討した自由論の不十分さを認め，乙れを再検討しようとする

試みは，東側にも存在している。本節では，ソ連の一著作30)を取りとげて，そ

れが効果的再検討たりえているかどうかを検証しよう。

乙の論者の出発点は，次のような問題意識である。「長いあいだ，マルクス

主義哲学の文献では，自由の問題は， 主として，一般的な社会的，歴史的な局

面で，すなわち，多数の人民大衆の生活における自由と必然性との相互関係と

して分析されてきたのであって，客観的必然性と相互連関のなかでの，側々に

とらえられた人格の自由の内的メカニズムは，まったく不十分にしか研究され

て乙なかった。だが， じつは，自由の主体と担い手となるのはまさに人格にほ

かならなし、。それゆえ，人聞は，かれ自身のあらゆるふるまいにさいして，あ

れ乙れ選択をお乙ない決意をするよりもまえに，客観的現実の合法則性の一定

の総和を科学的に認識しなければならないとか，認識された必然性としての自

由という公式が，人間の自由のどんな表出をも，人聞によるあれこれの行動様

式の選択をも説明するのに十分であるとか，そのように考えるとすれば，正し

くないであろう。」川そして，必然性と個人との関係について，彼は乙う指摘

する， r経済的必然性，社会的発展の諸法則がけっきょく自己の途をつらぬく

が，おのおのの個々の場合ごとにではなく，多数の個人的決意をとおしてつら

ぬくのである。そのさい，人々は乙の外的必然性にかならずしもつねにおのず

からしたがうわけではなし乙の外的必然性を支持したり，それに反抗したり

するのであり，まさにそれKよって，自分の意志の自由と自覚とを表出す

るj32)。乙のように，彼は，個人の内的自由の存在を事実として肯定し，<ル

クス・レーニン主義の古典家たちが， r内的に自由 IC:， 自立的lζ，強いられて
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ではなく，自分の信念、にしたがっておとなうという乙とも，自由の一部であ

るJ33) と強調していた点K言及しつつ.乙の内的自由の分析に進んでいる。

まず第ーに，彼は，内的自由の観念的前提として，人間の認識活動をあげて

いる。「われわれが周囲の現実をいっそう認識すればするほど，それにかんす

るわれわれの観念がいっそう正 しくなればなるほど，われわれは乙の現実を実

践的lとわがものとして獲得するなかで，より大きな自由を達成する。個人の自

由は，……事柄についての知識をも って決意する能力のうちにある。J34) 乙乙

のと ζろは. (ー)節で検討した自由論と同じである。だが彼は次のように続

ける. rしかし，認識された必然、性としての自由というー 規定は，その基礎

においてはむろん論議の余地なく正しいけれども，とくに 自由の主観的・道徳

的側面，個人の内的行為としての自由という側面を考察する場合には，けっし

て乙の問題性のもつあらゆる複雑さをつくしてはいない。…一外的必然性の認

識は自由の必要条件ではあるが， しかし，けっしてつねに十分条件とはかぎら

ないJ35l。そして，彼は次のように問答する.rある特定の行為の外的諸条件，

必然牲を認識すれば十分であり，そうすれば人聞は自由な選択をお乙なう可能

性がえられる，と断言できるのか。あるいは，そればかりでなく，認識された

客観的諸法則にもとづいて人聞がお乙なう選択はつねに現実に自由である，と

断言できるか。もちろん， 否である。なぜなら，外面的には自由であるように

みえる(客観的必然性の認識と考慮にもとづいてなされるかぎり)選択が，じ

っさいには，もっと検討してみるならば，選択が人間の内的信念，かれの良心，

個人的利害にさからってなされたために，不自由であることがわかるという状

況もありうるからである J36)。 乙うして，彼は，内的自由の次の構成部分とし

て. r現実に自由な選択とは，選択によって決定される内容が同時に，なにか

人聞にとって外的で疎遠なあるものではなし人聞の内的な願望と合致してい

るような，選択であるj37l， 乙う指摘する。筆者は， 乙の指摘は極めて重要だ

と考える。これは，各個人は外的必然性の認識に反抗する場合がある乙とを，

事実として肯定しているばかりか，個人が内的信念によ って，自立的lζ選択し

行為する乙とを，自由の一部として積極的lζ承認している。なるほど，選択さ

( 34 ) 



現代自由論の研究(二) 507 

れた価値が現実に実現されるためには，即ち実現可能性の契機を含んだもので

あるためには，正しい認識，事柄についての知識にもとづく選択と行動が必要

である。しかし，その選択が，当の個人以外の他の何ものかによって，押し付

けられたものである場合には，その個人は，それを不自由と自覚する。正しい

認識にもとづかない選択であっても，当の個人の内的願望と合致したものであ

れば，個人はそれを自由として自覚する。乙れを個人の自由の一部として重視

し，乙れを保障する必要性の認識が，上の指摘lζは含まれているのである。ア

フガニスタンの例で考えてみよう。アフガニスタンの民衆にとっては，王制，

封建制からの解放は，即ち民主主義革命と民主主義社会の建設とは，自由とし

て，自由の増大として自覚されよう。だが，そのように自覚されるためには，

革命と建設とが民衆自身によ って選択されたものとして， 民衆が自ら選んだ仕

方でなされねばならないであろ う。たとえ遅々とした歩み， 時には後戻り しな

がらの試行錯誤ではあっても，自分達で考え，自分達で実行する， ζのような

自由がなければ，革命と建設は成功しないであろう。他国ソ連が洞察した仕方

を，軍隊を送り込んで，アフガニスタン民衆に強制するならば，民衆は乙れを

不自由と自覚し，乙れに対する反抗を自由と感ずるであろう。圧倒的なソ連軍

に対する反抗を成功に導くために，民衆は，王党派とも貴族勢力とも手を結び，

武器援助を求めて核発射型権力iとも接近しよう。乙うした事態は，当初の民衆

の目的，王制，封建制からの自由を，その実現を遅らせるに至るであろう。国

際社会における自由の権利，即ち民族自決権は，乙のゆえに原則として，侵犯

されてはならないのである。つまり，自分遠の社会と政治のあり方と発展方向

は，自分達で決定する，たとえ他国からみて，必然性を洞察せざるものであっ

ても，自分達の事業を自分達で試行錯誤を続けながら推進する，乙の自由の承

認と保障が不可欠なのである。その中から必然性は洞察されようし，それ乙そ

人々の確信となって，社会発展のための不動の基礎，エネルギーの源泉となる

のである。国際社会における民族自決権は，一国の内部では，各個人の自立の

権利である。ある個人の認識と選択とが，客観的にみて必然、性の洞察lともとづ

かないものであったとしても，それは個人の自由の不可欠の一部として保障さ
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れねばならないのである。

と乙ろで，乙の論者の内的自由の承認と保障の観点は，最後まで貫かれてい

るだろうか。この点を次lζ検証しよう。この著者は，次lと乙の内的自由と道徳

との関連について論じている。「人間はもちろん，自分のふるまい，選択の自

由を，自分の真実性，自分の良心と一致させなければならない。ただ，全問題

は， ζの個人的真実性の内容が善悪の客観的基準と矛盾しないという乙とにあ

る。j381 つまり，個人の選択は，当の個人の内的願望と一致している場合は，

一応自由だと言えるのだが，もう一点，その個人の内的願望の内容が，社会的

な道徳基準からみて善でなければ，真の自由とはいえない，というのである。

なぜなら，彼は続ける， I内的自由は，それ自身のなかに，選択をお乙なう偲

人のモチーフの誠実と誠意とを含んでいる。しかし，人間の内的世界は外的な

ものから孤立してはおらず，一定の社会的環境の影響のもとで形成されるので

あって，結局のところ，人間のモチーフは階級的利害によって制約されている。

それゆえ，あれこれの選択の評価にさいしては，乙れらのモチーフの社会的方

向，つまり，誠実と誠意が客観的に何に奉仕しているか，つまり，社会進歩に

奉仕しているか，それとも反動勢力に奉仕しているか，という乙とを考慮にい

れなければならないJ391。 乙のように，選択の自由の問題が，道徳的評価の問

題と結びつけられ，個人の内的願望が，道徳的に社会が善と評価できる内容を

もっていれば，即ち進歩勢力に奉仕している時には，その選択は自由である，

とされている。乙 ζからは，第(一)節で述べたように， I勤労者の利益IcJ奉

仕するものに限って， 言論，出版，集会の自由を保障するという論理しか出て

乙ないのではないか。 言論，出版等の自由を保障する乙とが， I勤労者の利益

に」 奉仕する乙 とになるという観点は導き出せない。民族自決権，個人の自立

としての自由権が，乙乙では，同じ論者によって，道徳的評価という視点を持

ち込むことによって， 否定されている。彼は続けて語っている， I個人の自由

が，さまざまな積極的価値の基礎であるのみならず， 不公正，無原則，非道徳、

主義と結びつくいっさいのものの基礎となりうる以上は，自由な自立的な選択

という事実それ自身は，人間のふるまいを道徳的に評価するための唯一の原則

( 36 ) 
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とはなりえない。それゆえ，マルクス主義理論は，内的自由，選択の自由の問

題を，人聞が選択する価値(積極的価値または消極的価値)の客観的内容と.

人間のモチーフの社会的意義と方向性の評価と結びつけるJ40)。なるほど¥自

由な自立的な選択というだけでは，道徳的lζ正しいとも間違っているともいえ

ない。そもそも，それらは別の事柄である。自由と道徳的評価とは，月IJ種の問

題である。自由な選択であれば，道徳的に善であるとは言えず，また道徳的に

正しい選択であれば，自由だとも言えないのである。それらは予め結びつけで

はならない問題である。人聞は，自己の内的願望によ って，自分にと っての価

値を選択し， 実現しようと努力する。これが自由である。そして，自分自身で

そうしたのであるがゆえに，彼は，自己と社会とに対して責任を負うのである。

つまり，その選択と実行とが正しい認識にもとづいていなかった場合には，失

敗として，それらが社会的評価を得られない場合には，非難として， 責任が自

分にふりかかってくるのである。乙うして，彼は正しい認識と，社会の中で自

分の占める位置，果たすべき役割の認識とを獲得していくのである。と乙ろが，

予め個人の選択と道徳的評価とを結びつけ，道徳的に善なる選択，即ち進歩勢

力に奉仕するような選択に，個人の選択の範囲を押しこめるなら，自由は窒息

死しよう。もちろん，乙う言ったからとい って，筆者は，個人の自由にいかな

る枠をもはめではならない，と主張しているわけではない。他人を殺したり，

搾取したりする自由は，個人にはない，あってはならない。なぜなら，そのよ

うな行為は，他の個人の自由を否定するもの，他の個人の自由の障害となるも

のだからである。乙れを一般的l乙言うと，対立的な価値の選択と実行は，制限

ないし否定されなければな らない，という命題となる41)。だが，乙の点を ζえ

て，進歩的階級の利益に奉仕しているか否かという点に，道徳的善悪の基準を

設け，乙の枠内に自由を限定するなら，社会発展Iζ不可欠の伸びやかな自由は

失われよう。 しかし，まさに乙の論者は，乙のような道徳的基準を設定し，乙

う語る.r無政府主義的，無責任な『自由J.なにによっても正当化されない『自

由』は，もはや ζの言葉の真の意味で自由ではなく，怒意にすぎなし、。…ー・真

の自由は，社会にたいする個人の道徳的責任と道徳的義務という条件のもとで

( 37 ) 
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可能であるj山。乙うして， この論者ムィスリフチェンコは，個人の内的自由

の構成部分として，まず個人にと っては外的な，必然性の認識をあげ，次いで

個人の内的願望の重要性を指摘し，更に乙の内的願望が，個人にとってはやは

り外的である場合もある，社会的道徳的な基準に合致する ζとの必要性を論じ，

結局のと乙ろは，自由の問題における，個人の内的願望の重要性を葬り去って

いるのである。もはやムィスリフチェンコ lζは，必ずしも必然性の洞察にもと

づくわけではない個人の選択の自由を， ζれも人間の自由の一部として，積極

的に認め，保障しようとする見地はない。社会主義を批判したり，時の政府を

批判したりする自由なぞは，洛意にすぎないのであって，何ら「真のj 自由で

はなし、。従って，乙れを社会発展lζ不可欠のものとして，保障する必要はし、さ

さかもない，とされたのである。乙のように，ムィスリフチェンコは，個人の

自由における，内的なものと外的なものとの一致の問題を，外的なものを優先

させる乙と，外的なものに内的なものを一致させる乙とで解決している。そ し

て，彼は，その乙との客観的基礎が社会主義社会にはあるのだ，と語る。つま

り社会主義社会にあっては，社会的利害と個人的利害とが一致しているからfご

というのである43)。もともと個人的利害，個人の内的願望は，社会的利害と一

致しているのだから，乙とあらためて個人の内的願望にもとづく選択の自由を

保障する必要はない，というのである。だが，彼にあっても. i社会主義のも

とでの，個人と社会，個人的利害と社会的利害との統一は，乙れらのあいだに

おける若干の矛盾と葛藤の可能性を排除するものではないJ44) とされ，その矛

盾を生み出す客観的諸条件として，都市と農村，知的労働と肉体的労働の区別

や経済的不平等が存続している社会.及び人々の社会主義的意識の不十分さを

あげている 45)0 客観的諸条件が矛盾を生み出しているのであれば，なおの乙と

個人の言論，批判の自由を保障する乙とによって，対立と相互批判の中から，

矛盾の解決と躍動的な社会発展がもたらされるのではなかろうか。だが，こ乙

ではムィスリフチェンコには，個人の自由を重視する視点は全く消え失せてい

る。矛盾の解決は，社会の指導者の洞察l乙委ね，個人はそれに従っていればよ

い，というわけだ。なぜなら，彼にあっては. i個人と社会とのあいだの矛盾

( 38 ) 
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は，個人が社会l乙損害を与える時lと生じうるJ46)のであって，社会が個人に損

害を与えるととは考慮花入れられていないからである。社会が個人に損害を与

えるのではないから，個人の批判の自由は問題にならない。個人が社会に損害

を与えたのだから，個人には唯々反省あるのみである。即ち「ときどき生じて

くる葛藤しあう状況は，社会主義的諸関係の発展，個人的利害にたいする社会

的利害の優位についての個人による自覚，教育と自己教育の過程で，解決され

るJ471。

乙うした観点は，内的自由の第三の構成部分として，ムィスリフチェンコが

あげる「選択の行為それ自身J48) にも貫かれている。「個人は，社'会的iと制約

されているとしても，同時に創造の自由と価値・目標・見解のあれ乙れの体系

を選択する自由をも っている。乙うした見解が個人を一方の人々と結びつけ，

他の人々からひき離す。J4めとのように，彼は，まず一応は個人の思想，価値

選択の自由を承認する。次に彼は「真の」自由について語る。「社会主義のも

とでも， 若干の人々にあっては，内的自由は，かれらの意識がまだ非科学的な，

神話化された，またはたんに凡俗な信奉者的観念、から解放されなかったために，

制限されている。J50) 彼らには「真の」 自由はない。「客観的必然性・社会史の

基本的な合法則性と社会発展の機の熟した要求との担い手である進歩的階級

の見地にたつ必然性・の認識にもとづく選択のみが，真l乙自由な選択であろ

う。J51) もちろん個人の選択は，それが実現可能性の契機を含みうるためには，

客観的必然性の認識にもとづいている必要がある。だが，実現可能性の契機を

含まない選択は. I真の」自由ではないとするならば，個人の自由の不可欠の

一部である思想の自由，価値選択の自由は，直ちに否定されよう。そればかり

か，正しい認識にもとづいた選択の実現の道も閉ざされよう。なぜなら. I真

の」自由をもたらさない選択，乙れの自由を保障する必要性は否定されるであ

ろうから。また正しい認識の強制は人々の反発を招き，かえってその認識とは

逆の方向に人々を追いやる場合があろうから。そして最後に，その正しい認識

の「正しさJは，人々の批判の自由にもとづく自発的同意によってしか保証さ

れないからである。もし言論表現の自由，批判の自由がないなら，誰が客観的
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必然性の洞察の「正しさJを担保するのか。間違っていた時には，どのように

して，誰が正すのか。 ζれでは，所謂「真のJ自由は保障されないであろう。

乙うした危倶は，ムィスリフチェンコがチェコ事件を例にあげて語っていると

ころで，一層深いものとなる。彼は，社会主義のもとでも，進歩勢力と反動勢

力とのあいだで，個人が選択をしなければならない状況がありうるとし，その

一例が1968年のチェコ事件だとしている。そして，彼は，ソ連やワノレシャワ条

約機構諸国の選択が. r真にJ自由な選択であり，ズボボダやド プチェクの選

択は，幻想的選択あるいは慾意だとする見地に立っているのである問。

以上の如く，ムィスリフチェンコは，道徳的基準や「真の」自由の視点lζ立

って，結局個人の自由や民族自決権を否定し，時の「社会主義」政府に従う乙

とが自由だと結論づけたのである。彼の自由論も，第(ー)節の自由論の不十分

さを克服できなかった。乙れは，エンゲ、ルスの自由概念を自由そのもの，真の

自由とする思考伝統から，直接論理的に出てくる帰結である。

(四)日本における再検討の試み一一鯵坂真氏の自由論

同じ問題についての，日本の論者による再検討を見てみよう 5310 鯵坂氏も，

ソ連における検閲制度の存在やソルジェニツイン問題の原因として，ソ連の哲

学的自由論をあげている54)。ソ連ばかりか，日本でも従来のマルクス主義的な

哲学的自由論においては.r社会主義的自由は.~必然性の洞察』 としての自由

であるから. r無制限の自由~ r無政府主義的な自由』ではないJとされてき

た問。乙の自由論が，上述の事柄の原因の一つである。乙のような反省に立っ

て，彼は.rr必然性の洞察』 としての自由という論理fごけで、は， 今日の自由を

めぐる諸問題に対処するには不十分であるとする立場」から，乙の自由以外l乙，

個人の内面の自由，市民的自由という契機をも重視しなければならない，と考

えている 5610 そこで彼は，秋間氏57)Iζ倣って.r必然性の洞察としての自由J.

即ち「必然性の洞察にもとづく， 自然と社会とに対する支配としての自由J(鯵

坂氏は 「必然性の洞察としての自由」という表現を頻繁に用いているが，前後
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の文脈からみて. I自然と社会とに対する支配jの部分をも含むと解されるの

で，このように言い直した。但し. I必然性の洞察としての自由」という表現

は，誤解を生みやすいので，注意が必要であろう。その誤解の上に立って.I必

然性を認識すれば， 自由lこなれると考えるマルクス主義者……J.乙の手の非

難が繰り返し加えられているからである問。)を自由 Iとし.I人間の個人的意

志決定の自由」を自由Eとして，乙の両者の区別と連闘を明らかにする必要性

を確認する問。そして彼は自由 Iを本質，自由Eを現象ととらえる60)。諸々の

自由Eは，自由 Iの多様な現象形態であって，乙の多様な現象形態の根底にあ

って，不動の統一性をもったもの，これが自由の本質としての自由 Iであり，

また本質的自由としての自由 Iは，偲々の自由 Eという現象を通してしか発現

しない，と考える。また彼は，乙の本質とは，根拠，基礎，前提というのと，

内容的には同じものだとする61)。乙のような説明は，人間の自由という概念を

明確にし，自由についての一つの尺度を求めるのに役立つであろうか。個人の

自由の承認と保障のための理論的基礎つけたりえているであろうか。そもそも

そのような解釈は理解可能で・あろうか。自然、と社会の客観的な発展法則が本質

であり，自由 Eがその現象だというのなら，分かる。即ち運動する物質として

の自然と社会，乙れを支配する法則が，人間の認識と行動の基礎，根拠，前提

として，人聞を規定している。だが，乙れらの発展法則は，直接的に個々人の

認識と行動を制約して， 自己を貫徹するのではない。これらの発展法則につい

て無知であったり，認識していてもそれに反発したり，そのような多様な諸個

人の価値選択と行動を通して， 結局のと乙ろ発展法則は貫徹するのである。乙

乙に個人の自由が客観的に存在する根拠がある。だが，鯵坂氏にあっては，発

展法則ではなしその認識lζもとづく支配，即ち自由 Iが自由Eを通じて現象

するのである。なるほど諸個人は，自由に選択した価値を実現させるためには，

自然と社会の発展法則を認識し，乙れにもとづいた行動をする乙とが必要であ

る。つまり，自由 Eの中味が実現可能であるためには，発展法則を認識し，自

然と社会とを支配しなければな らない。との意味でなら，即ち自由Eが実現可

能性の契機を含みうるためには，自由 Iが必要だ，従って自由 Iは自由Eの基
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礎，根拠である。乙れなら理解できる。しかし，乙の乙とと，自由 Iが自由E

の本質であると言うのとは，意味が異なる。なぜなら自由Eが自由Eたるゆえ

ん，つまり自由Eの核心，自由Eの本質は，発展法則について無知であったり，

必然性の洞察とは対立する選択と行動，従って実現可能性の契機を含まない選

択であっても，それが自律的になされた選択であれば，それは個人の自由だと

する点にある。乙のような個人の自由が事実として存在する乙とを認め，乙れ

を肯定的に積極的lζ保障しなければならないという観点があるから乙そ，自由

Hを自由 Iと区別して論じているのである。だが，自由Hは自由 Iという本質

の現象だとすると，どうなるであろうか。「必然性の洞察にもとづいて， 自然、

と社会を支配する自由」は， i必然性を洞察しない自由Ji洞察された必然性に

反抗する自由Jとして現象する。乙ういうことにならないだろうか。だが，こ

のような説明は一体理解可能だろうか。自由 Iを自由の本質とする立場から，

果たして自由Eを保障しなければならないという観点は出てくるであろうか。

必然性を洞察しない自由も，それはそれとして，つまり人間の自由の不可欠の

一部分として大切だ，人間の尊厳にとって必要だとする主張は導き出せないの

ではないか。あるいは，鯵坂氏の真意が，上述のように自由Eは自由 Iなしに

は実現されえない，という点にあるとするならば，つまり自由Eが実現可能性

の契機をもつためには自由 Iが必要だ，乙の意味で自由 Iが自由の本質だと言

っているのだとしよう。氏は次のようにも語っている， i人聞は自然，社会お

よび心理的な必然性にさからって自由を獲得するのではなし逆にそれらの必

然性を認識することによって自由を獲得するJ621 また「われわれにとって，

自由の問題の基本は，たんなる内的主観的自由， r意志の自由Jr選択の自由I

の問題ではない。それはあくまで社会的・歴史的な問題である。客観的必然性，

社会発展の法則的必然性を正確に認識し，乙れにしっかりと立脚して乙そ真の

人聞の自由(鯵坂氏も「真の」自由について語っている点lζ住意!)はありう

る。個人にかかわる自由，いわゆる基本的人権にかかわるような自由(思想・

信条・言論・出版・集会・結社の自由など)もこのような客観的法則性にもと

づく社会的歴史的な認識，エンゲノレスのいう『必然性の洞察』としての自由を
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基礎あるいは根拠として，はじめて実現されるJ63) (乙こでも「必然性の洞察」

が自由として語られているが，不用意な表現だ。それは，思想形成の局面及び

価値選択の局面における，一つの自由，即ち無知からの自由にとどまる。人間

の自由には，その同じ局面における他の自由，即ち権力や物質的障害からの自

由があるし，更に行動の自由という局面がある64)。従って「必然性の洞察」だ

けで，自由が獲得できるわけではない。それとも，氏の真意は，文字通り「必

然性の洞察」が自由だとする点にあるのだろうか。そうだとすれば論外である。

なぜなら，それは，人間の自由を，ある局面の中の一つの自由にすぎないもの

に，限定してしまう乙とになるからである。そして，その限定された自由を自

由Iとし，自由の本質だとしてしまう結果となって，氏自身が重視する，自由

の実現の局面が含まれないことになるからである。あるいは，まさに氏は「必

然、性の洞察Jを自由だと考えているのかもしれない。だからこそ，自由 Iが自

由Eという形態をとって現象する本質だ，ととらえることができたのかもしれ

ない。というのは，諸々の個人の自由，意志，選択の自由，言論，批判の自由，

即ち自由Eを通して. I無知からの自由J.即ち自由 Iが現われるからである。

これなら，その通りである。そしてまた，ここには，個人の自由を保障しなけ

ればならないという観点、が含まれでもいる。だが，こうして得られる自由は，

「無知からの自由Jにとどまる。乙れは，人間の自由の他の部分，他の局面を

含んではいない。自由の中味を実現する行動の局面が含まれていない。そのよ

うな自由を自由の本質と語ることは. r本質Jという語の濫用ではなし、か。)。

ここでは，個人が自律的に選択し，行動する自由といっても，それが実現可能

でないなら，それは抽象的，観念的な自由，つまりたんなる主観的自由にとど

まる，自由Eが実現可能であるためには，自由 Iが必要だ，と語られている。

乙の意味で自由 Iは自由Hの本質だ，乙れなら理解できる。しかし，こういう

意味で自由 Iが自由の本質だとしても，問題は残る。つまりこのような論理で

は，例えば社会主義社会において社会主義を批判する自由，即ち自由Eはどう

なるだろうか。社会主義社会では，社会主義を批判する自由は，自由 Iと矛盾

する。即ち，社会主義社会は共産主義社会へと発展する，乙の発展法則を洞察
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して，自然と社会を支配する，つまり共産主義社会建設の事業に従事する，乙

れが，乙の場合の自由 Iである。社会主義社会を否認する自由は，この自由 I

と対立している。乙の場合でも，自由Eは自由 Iによって獲得される，と言い

うるか。社会主義を批判し，それを行動lζ移し， 実現する，つまり社会主義社

会を破壊して，何か別の社会に改造する，乙のような自由Hの実現は，共産主

義社会建設の事業に遭進するという自由 Iによって，獲得されるか。そんな馬

鹿な乙とはなかろう。だとするならば， 一般に自由 Iと対立するような自由E

は，自由ではないもの，例えば自由の「仮象Jr幻影Jr擬態J65) として否定さ

れるか，それとも，実現可能性のないような価値の選択と実行は，無意味なの

だから，これを自由権として保障するととなど不必要だ，とされる以外になか

ろう。実現可能性の契機を欠いた， 諸々の個人の自 由Eは，なるほどむなしい。

だが，実現可能性の契機を不当に強調して，乙れを自由の本質，自由 Iとし，

乙れによって「真の」自由が得られるのだとすると，自由Eは軽視されるか，

否定される結果をもたらすばかりでなく，自由 Iの強制を招来する乙とになり

かねない。なんとなれば，自由は実現されねば無意味だ，実現のためには自由

Iが必要だ，従って自由 Iが自由の中で最も根本的なものだ，と乙ろで社会主

義社会とその共産主義社会への発展自体は既に洞察された必然、性だ，だからと

の必然、性に従った価値選択と行動のみが，真の自由を実現するのだ，社会主義

を批判する自由なぞは，洞察された必然性に反するものであって，建設的批判

ならばともかく，否定的批判は自由とは認められない，むしろ，そのような自

由は抑圧し，自由 Iを強制する乙とが，人々に真の自由を保障する所以である。

乙うなるであろう。乙れでは，未だ洞察されていない必然性，例えば社会主義

が共産主義へと発展する具体的な道筋，その途上に現われるであろう諸々の困

難の解決方法，乙れらの洞察もおぼつかないであろう。なぜなら，乙うした事

柄の洞察には，研究， 言論，批判， 試行錯誤等の全き自由が不可欠だからであ

る。

以上，鯵坂氏の「本質一現象J自由論の分かりにくさ，あるいは理解できる

ものとしても，そ乙から出てくる問題点，乙れを考察してきた。この考察で示
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された，乙の自由論の難点は，そもそも自由を「本質 現象」というカテゴリ

ーでとらえる乙との無効さを，証明しているのではなかろうか。氏自身も，自

由Iと自由 Eとを「さしあたり『本質 現象』というカテゴリーでとらえなお

してみることが有効ではなかろうかJ66) と述べ，本質と現象との哲学的連関を，

そのまま自由に宛がってみただけで，それほど確信をもって展開しているわけ

ではなL、。乙の「本質 現象Jというカテゴリーで，自由をとらえる乙とから

生ずる困難は，次の点l乙明白にあらわれる。即ち，氏は「本質は現象しなけれ

ばならないが，しかし本質はかならずしも直接にありのままに現象するわけで

はない，……直接にあらわれた事物の姿である仮象を本質の姿であると思い誤

つてはならないであろうJ67) と言い，仮象の一例として「搾取の自由」をあげ

ている or人類史の視野で自由の本質の発展過程を考察するとき.r人民の自由』

乙そ全人類の自由の発展方向にそった自由であり. r搾取する自由』のごとき

はなんら真の自由の名に値しないものであって，自由の仮象，自由の擬態，自

由の幻影としかいいえないものである。もちろん仮象にもそのような姿をとら

ざるをえない客観的根拠はあるのであって，存在しない事態が幻のように見え

ているわけではない。『搾取する自由』はなんら真の自由ではなく，自由の仮

象にすぎないものではあるが，資本家は乙の『自由』を現実に行使しているわ

けであり，存在しない事態なのではもちろんないJ68)• こう彼は述べている。

これは実に苦しい説明ではなかろうか。自由 Iは自由の本質である。本質は現

象しなければならない。諸々の自由Eを通して発現しなければならない。だが，

自由 Iと矛盾するような自由Eはどう位置づけるべきか。搾取の自由，信教の

自由，社会主義を批判する自由，乙れらの自由は，自由 1，つまり資本主義か

ら社会主義，さらに共産主義へと社会は発展する，乙の法則を認識し，その法

則lζ則って社会を改造する，乙のような自由とは対立する。だが，本質は直接

ありのままに現象するのではないのだ。しからば自由 Iと矛盾する自由Eは，

自由の幻影であって，真の自由なんかではないのだ。もちろん幻だといっても，

存在しないものではない。仮象にも客観的根拠があるのだ。こういうことであ

る。この説明は，なんとも訳の分からない判じ物ではなかろうか。信教の自由，
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社会主義を批判する自由は，自由の仮象であって，なんら真の自由に値しない

のだろうか。そうだとすれば，社会主義社会では，それらの自由は認められな

い乙とになる。なぜなら，宗教なぞは科学的認識に反するものであり，社会主

義批判も既に洞察された必然、性と相容れないものであり，いずれも「人民の自

由Jたる自由 IIL.反しているからである。 ζのような自由は一切禁止して，洞

察された必然性に従うよう強制する ζ とが，手っ取り早く人民に真の自由を保

障する道だ。乙うなるだろうからである。また一体搾取の自由は仮象なのだろ

うか。資本家階級の搾取の自由乙そ，封建社会から資本主義社会への移行，資

本主義社会自体の発展，更には結局のと乙ろ社会主義社会がそれにとってかわ

る，乙のような発展の起動的原因とも言えるものではないか。資本家階級にと

っては，まさに搾取の自由乙そ，擬態ど乙ろか， 真の自由であって，彼らのそ

の他の諸自由，政治社会支配の自由や生活上の様々な自由を彼らにもたらす根

源なのであり，法律上も実態としても明確に，そして確匝として保障されてい

るのである(もちろん，資本家階級も，搾取の自由のゆえに， 資本主義経済の

諸法則から自由ではありえないし，社会の社会主義社会への移行を永久に回止

する自由はないのであるが)。資本家階級のこの自由が，他の人々の自由と対

立しているのである。搾取の自由は，他の人々にとっての障害だからである。

乙うして搾取の自由と搾取からの自由の対立関係の中から，まずは人民の自由

が，部分的に法律的形式において制度化され，終には実態として獲得される地

点にまで，歴史はっきすすむのである。自由と自由の対立の弁証法が，歴史を

動かすのである。だが鯵坂氏にとっては， 自由Iが自由の本質である。従って

自由 1IL.合致した自由の現象だけが，自由Eである。その他は自由の幻影であ

る。 幻影は保障するに及ぱなし、。従って社会主義社会では， 社会主義批判の自

由も信教の自由も保障されない。それらは自由11と合致しない自由の幻影だか

ら。 しかし，そのよ うな社会主義社会は躍動的発展を望めるか，そのためのエ

ネルギーを人々から引き出す乙とができるか。思うに，鯵坂氏は自由ならざる

ものを自由とし， しかもその自由を自由の本質とした乙とで，迷路に踏み込ん

でしまったのではなかろうか。乙の点の解明は第(五)節で行なおう。
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鯵坂氏の自由論l乙今少し付き合ってみよう。彼は次l乙「内容一形式Jという

カテゴリーを自由の問題に当てはめている問。彼は語る. rζの内容というカ

テゴリーを用いる乙とによって自由という理念はいっそう明らかになるだろ

うJ70
)。果してそうだろうか，検証してみよう。結論的に言って，彼が乙こで

主張しているのは，必然性の洞察とそれにもとづく自然と社会とに対する支配，

つまり真理の発見とそれの実践への適用とは，意志の自由，選択の自由，言論

表現の自由等，個人的市民的自由の徹底した保障なしには，不可能である，乙

のことである。それゆえ検閲制度などはあってはならない。全くその通りであ

る。乙れなら，何の異論もない。しかし，彼にあっては.r必然、性の洞察にも

とづく支配jは，自由の真の内容，自由 Iである。諸個人の自由に実質を与え

るための手段ではなく，自由そのもの，最高次の「真の具体的自由j11)である。

乙うなると問題が生ずる。乙のように言い換えられると，理論的にも実践的に

も，個人的市民的自由は軽視されるか，無視されるほかないであろう。即ち，

社会主義社会においては，人民の真の自由，具体的自由は「必然性の洞察lとも

とづく支配Jである。社会主義社会は，いわば乙の自由の具現，自由そのもの

である。社会主義建設の事業もまた. r必然性の洞察にもとづく支配」そのも

のであって，まさにそれが人民の自由なのだ。所謂自由 Iを自由そのものと

する立場を論理的に展開すると，乙のようになるであろう。他方で個人的市

民的自由，即ち自由 Hは抽象的形式的自由だとされている。乙乙からは，自由

1 ，乙反する自由 IT.社会主義とその建設の事業を批判する自由といえども，徹

底して保障しなければならぬという命題は出て乙ない。検閲制度が出てくるだ

けである。けだし，人民の真の自由と，社会主義を批判する抽象的形式的自由

とが比較考量されれば，どちらが優先されるかは自ずから明らかであるから。

彼は，へーゲルを引用しつつ. r内容一形式j という哲学的カテゴリーについ

て説明し，内容と形式とが相互依存の関係にあるとし72J，内容はそれに適合し

た形式をもたねばならず，その形式は，それなしには内容もありえないような

形式である，と説く。そして，このカテゴリーを自由にあてはめ，自由 Iを内

容，自由Hを形式だとする。内容・自由 Iは，形式・自由Eを不可欠の前提と
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する73)。最高次の真の具体的自由の位相，即ち自由 Iは，最低次の極めて抽象

的，形式的な，内容の最も貧しい自由の位相，即ち自由 Eをとおして発現す

る7へというのである。乙乙からも難聞が生ずる。自由 Iは自由Eなしにはあ

りえない。だが自由 Eは無内容な形式である。無内容な形式から，真の自由が

生じうるか。というのは，無内容な形式と鯵坂氏が言う場合，この「内容Jと

は，自由Eの現実lζ行使しうる程度を意味しているからである。彼は， 資本主

義社会における個人的市民的自由は無内容な形式だと語っている問。その自由

には物質的保障がなし、からである。自由はあっても行使できない，だから無内

容だというのである。彼は， f内容Jという語を，時lζ応じて別の意味lζ用い

ている。即ち「社会主義的自由は自由の理念の真の内容をなすものJ16)"乙の

場合は「内容=自由 1Jである。また「必然性の洞察としての自由…...乙そは，

抽象的形式的自由などではなく，自由の理念l乙内実あるいは内容を与えるも

のJ77lと言ったり，社会主義社会は，物質的手段を保障する乙とによって， r市
民の自由を形式的に承認するにとどまらず，内容的にも保障するJ78) と言った

りする，乙の場合の「内容」は，自由Eが実際に行使できる程度をさしている。

そして， 乙乙では「自由 1=内容Jではなく， f自由 1=自由 IIIC内容を与え

るもの」である。「内容」と「内容を与えるもの」とは明らかに別ものでなけ

ればならないであろう。鯵坂氏は，一つの語l乙二つの意味を付与し且つ「内

容」と「内容を与えるもの」とを区別していない。乙れでは「自由の理念、をい

っそう明らかにするJ乙とはできないのではないか。さて話を元lと戻すと，無

内容な形式としての自由Eを通して，真の自由の内容をなす自由 Iは発現しう

るか。単に形式的に保障されているのみで，実際lとは行使できない個人的市民

的自由を通して，どうして自由 Iが発現しうるのか。もし，そのようにして自

由Iが発現するのなら，社会主義社会において，個人的自由に物質的保障を与

える必要があるか。法律的形式的自由を抽象的に保障すればよい，という乙と

にならないか。また，乙のような観点では，資本主義社会における個人的市民

的自由を正当に評価できないのではないか。その自由権の法律的形式自体，誰

によって，何のために，どれほどの年月を費やして獲得されてきたのか，その
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形式l乙内容を与え実態にまで高めようとする努力は，誰が何のためにやってき

たのか。また資本主義社会にあっても，社会発展の法則の洞察とそれに従った

運動とが行なわれているとすれば，乙乙での個人的市民的自由は，必ずしも無

内容ではなかったのではないか。そ乙で，鯵坂氏の真意は， r自由 1=内容」

だという点にはなく， r自由 1=自由 III<:内容を与えるもの」だとするととに

あるとしよう。資本主義社会でも，自由Eは，民衆の下からの運動によって獲

得されてきた， とはL、え何時でも形骸化の脅威lとさらされている，従って自由

Eは抽象的形式的なものになりがちである。乙れに対して，社会主義社会は，

自由 Iによって自由 III<:物質的手段を保障し，乙れlと内容を与え，実質を付与

された自由Eによって，自由 Iが発現する。乙のように彼は主張しているのだ、

としよう。既述のとおり，彼は，内容，本質と基礎，根拠，前提とは閉じだと

言い，また趣味等の個人の自由も，生産力等その社会の客観的諸条件を抜きに

は語れないと指摘したりしている 79)ので， r自由 Iニ自由 IIに内容を与えるも

のJと考えている可能性が強し、。そ乙で，彼のこの主張は，どのように論理的

に展開できるかを考えてみよう。自由 Eは無内容な形式である。乙れに物質的

手段を保障する乙とによって，内容を与えねば無意味である。物質的手段をす

べての人々に保障するためには， 生産力を飛躍的に高め， 社会主義的生産関係

を一層強固なものにしなければならない，つまり洞察された必然、性に従って自

然と社会を支配せねばならない。即ち自由 Iが，まずも って，しかも最も重視

されねばならない。なぜなら自由 Iは，自由 III乙内容を与えるもの，それなし

には自由Eが無内容となるような，基礎であり，前提なのだから。従って自由

Eは，社会主義制度を堅固にする方向で行使されねばならない。乙うである。

我々が，乙乙から検閲制度lζ到達するには，ほんの一歩が必要なだけである。

さて，乙うして，社会主義制度の発展によって，自由 IIIとは物質的手段が豊か

に保障された。乙の内容豊かな自由Eを通して，自由 Iは発現しうるか。否で

ある。今では，自由 Eは検閲制度によって， r抽象的形式」を奪われているか

らである。このように「自由 1=自由 IIIC内容を与えるもの」だとしても，検

閲制度が発現するのみで，自由Eを通じて自由 Iは発現しなかった。
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と乙ろで，鯵坂氏lζよれば，社会主義社会においても，自由Eは抽象的，形

式的で無内容なものである。つまり，彼は，一方では，社会主義社会において

「普遍的意志J.真理，即ち自由 Iは，徹底して自由Eを保障する中から形成さ

れる，と述べ80}，乙の自由 Eは抽象的で無内容な形式ではあるが，乙れなしに

は内容，即ち自由 Iもありえないような形式である，と語っている 81)。同時に

他方では，彼は，社会主義社会では自由Eは，物質的手段を与えられる乙とに

よって，内容を保障されており，乙の点lと社会主義的自由の優越性が示されて

いる，と指摘している82)。それゆえ彼の説明からは，自由Eは，内容を保障さ

れていても，やはり無内容な形式だというととにならざるをえない。乙れはど

ういう乙とだろうか。自由Eは，物質的保障を得て内容豊かなものとなり，現

実に行使可能な ものになっている。 にもかかわらず，その自由 Eは依然として

抽象的で形式的なものだ，とは。乙れは理解できない。いや，そうではない。

彼の論理に従えば，十分理解できる乙とである。即ち彼にあっては，自由 Eは

自由 Eであって，自由Iではなし、からである。自由 I乙そ真の内容， 具体的自

由の位相，自由の本質である。自由Eは，し、かに内容豊かであっても，あ くま

で抽象的形式，自由の現象にとどまる。乙ういう規定が予め付与されているか

らである。自由 I乙そ，最も重視さるべきもの，自由そのもの，真の自由とし

て擁護しなければならないもの，という理論的要請が，ア・プリオリ lζ設定さ

れているからである。なぜか。エンゲjレスが，自由 Iを自由として語っている

からである。そ して自由Eはあ くまでも自由Eであって，自由 Iではないから，

抽象的で無内容な形式にとどまらねばならない。乙うなのではなかろうか。だ

が， 一体，自由Eは抽象的で無内容な，単なる形式なのだろうか。乙の規定か

ら，個人の自由を豊かに保障しなければな らない，という命題は出てくるのだ

ろう か。かけがえのない，ひと りの人間である個人が， 自分で考え， 自分lζと

っての価値を選択し， 実行する自由は. I内容が貧しい空疎な自由J83) なのか。

他の人からみれば，必然性を洞察せざる価値の選択と実行であっても，自分で

選択し実行してみる，乙の点が人間の尊厳にとって不可欠ではないのか。それ

乙そ人間の人としての証ではないか。だから乙そ，このような個人の自由自体
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が，その個人の選択する価値と同等の，不可欠の，不可侵の価値と位置づけら

れねばならないのではないか。つまり自由 E自体が，人聞にとっての一つの価

値なのである。乙のような視点に立って乙そ，自由 Eを理論的にも実践的l乙も，

確固として徹底的に擁護し保障しうるのである。鯵坂氏は，自由Eを説明して，

「自由落下」という場合の自由が， 自由Eの一例だ， と述べている B4)。彼にあ

っては，自由Eは，人間だけにではなく物質の運動にも当てはまる概念である。

この自由Hは，人間の，個人の願い，一回限りの短い生を意味あらしめるため

に，個人が選択した価値，自らの人間としての証を求めての，その実行，乙の

ような事柄と関連したものだ，とは必ずしもとらえられてはいない。物理学上

の自由も，人間学上の自由も引っ括めての，自由一般が問題にされているので

ある。だから乙そ，自由Eは抽象的形式，無内容な，たださまたげられないと

いうだけの空しい自由になるのである。 自由Iが発現するための，ただの形式

として最低次の位相K位置づけられざるをえないのである。従ってまた，人間

学上の自由Eについて論じられる場合も，自由 Eの客観的条件や物質的裏付け

のみが強調され， iさまたげられない」というだけでは， 乙れらの条件を欠い

ているから，内容の最も貧しい自由だと語られるのである。つまり人間の自律，

内面的主観，願望という，自由Eの核心に位置しているものを，一つの価値と

してとらえる視点が欠如しているのである。なるほど客観的条件，物質的手段

は大切である。乙れがなければ，自由 Eは現実に行使できない場合があり，ま

た選択した価値を実現することができない。しかし，これを強調し，しかも個

人の主観的願望を価値のーっとしてとらえる視点を欠いていれば，どうなるで

あろう。既述のごとし客観的条件の強調は，自由 Iを真の最高次の自由，人

間の自由そのもの，自由の本質であり内容とする視点と結合して，検閲制度を

発現させてしまったのである。

以上で，自由の問題1<:::，i本質一現象Ji内容一形式」というカテコザリーを当

てはめるととの無効性を論証できたと考える。自由を， 自由Iと自由Hとに区

別し，それらを高次と低次の位相においてとらえる乙との不当性を論証できた

と考える。自由の理念は，鯵坂氏によっては，明らかにされなかった。乙の失
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敗の原因は，彼がエンゲ、ルスの定義した自由を， 真の自由とする自由論iζ立脚

していた乙とにある。エンケールスの自由概念を，自由 Iと位置づけてしまった

乙とに，直接に起因している。マルクス主義哲学者として，エンゲJレスの自由

概念を擁護し，乙の自由を，自由論の中心に据え付けなければならないという

理論的要請を前提として，自由論を展開したからである。だが，彼の自由論に

も，迷路からの脱出口が，ほの見えていた。それは，彼が，自由の基礎，根拠，

前提について語った所にある。その道を真直に進めば，出口lζ行き着けたので

ある。しかし，彼は，自由 Iの道を辿った。そして，迷路をさまよい続けてい

るのである。

(五)エンゲルスの自由概念の位置づけ

乙れまで、の論証から明らかなように，東独の自由論も，ムィスリフチェンコ

の自由論も，鯵坂氏の自由論も，エンゲルスの自由概念、を自由そのもの.r真

の」自由ととらえていた。とのことが，それらの自由論に多くの困難をもたら

した。即ち.それらの自由論は個人の自由を理論的lと基礎づけられないばかり

か，個人の自由を否定する論理を展開するはめになってしまったのである。乙

の責任は，もちろん，エンゲ、ルス自身にはなかろう。そ乙で，本節ではエンゲ

ルスの自由概念そのものを検討しよう。

エンゲ、jレスはどのように語っているのか。問題となっている箇所を引用して

お乙う。「へーゲ)レは，自由と必然性の関係をはじめて正しく述べた人である。

彼にとっては， 自由とは必然性の洞察である。『必然性が盲目なのは，それが

理解されないかぎりにおいてのみである。』 自由は，夢想のうちで自然法則か

ら独立する点にあるのではなし乙れらの法則を認識する ζと，そしてそれに

よって，乙れらの法則を特定の目的のために計画的lζ作用させる可能性を得る

乙とにある。これは，外的自然の法則にも，また人間そのものの肉体的および

精神的存在を規制する法則にも，そのどちらにもあてはまる乙とである。←ー

この二部類の法則は，せいぜいわれわれの観念のなかでだけたがし、に分離でき
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るのであって，現実には分離できないものである。したがって，意志の自由と

は，事柄についての知識をもって決定を行なう能力をさすものにほかならない。

だから，ある特定の問題点についてのある人の判断がより自由であればあるほ

ど，この判断の内容はそれだけ大きな必然性をもって規定されているわけであ

る。他方，無知にもとづく不確実さは，異なった，相矛盾する多くの可能な決

定のうちから，外見上気ままに選択するように見えても，まさにその乙とによ

って，みずからの不自由を，すなわち，それが支配するはずの当の対象にみず

から支配されていることを証明するのである。だから，自由とは，自然的必然

性の認識にもとづいて，われわれ自身ならびに外的自然を支配する乙とである。

したがって，自由は，必然的に歴史的発展の産物である。J85) I社会的に作用す

る諸力は，自然力とまったく同じように作用する。すなわち，われわれがそれ

らを認識せず，考慮に入れないあいだは，盲目的lζ，暴力的l乙，破壊的に作用

する。しかし，いったんわれわれがそれを認識し，その活動，その方向，その

結果を把握したなら，それらをますますわれわれの意志に従わせ，それらを手

段としてわれわれの目的を達成することは，まったくわれわれしだいのことに

なる。j掛川、ままで人聞を支配してきた，人聞をとりまく生活諸条件の全範囲

が，いまや人間の支配と統制に服する。人聞は，自分自身の社会的結合の主人

になるからこそ，またそうなる乙とによって，いまやはじめて自然の意識的な，

ほんとうの主人となる O これまでは，人間自身の社会的行為の諸法則が，人間

を支配する外的な自然法則として，人聞に対立してきたが，乙れからは，人間

が十分な専門知識をもって乙れらの法則を応用し， したがって支配するように

なる。乙れまでは，人間自身の社会的結合が，自然と歴史とによって押しつけ

られたものとして，人聞に対立してきたが，いまやそれは，人間自身の自由な

行為となる。これまで歴史を支配してきた客観的な，外的な諸力は，人間自身

の統制lζ服する。乙のときからはじめて，人間は，十分に意識して自分の歴史

を自分でつくるようになる。乙のときからはじめて，人聞が作用させる社会的

原因は，だいたいにおいて人間が望んだとおりの結果をもたらすようになり，

また時とともにますますそうなってゆく。これは，必然の国から自由の国への
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人類の飛躍である。J87) エンゲ、ルスは， このように述べている。エンゲルスの

自由概念を自明の理とするのではなし改めて，しっかりと見据えるために，

敢えて長々と引用したのである。

さて， 乙乙でエンゲノレスは何を語っているのだろうか。彼は，自然と社会に

は法則があるとと，人聞が乙れらに盲目である場合には，人聞は乙れらの法則

の奴隷であると述べている。 つまり人聞がζれらを認識しないなら， ζれらは

人聞にとって外的な障害だというのである。従ってまず自由であるためには，

その障害から自由であるためには， ζれらの法則を認識することが必要である。

なぜか，法則を認識しなければ，人間が内的に決意じた目的を実現できないか

らである。しかし，乙の 「法則の認識」自体は，盲目的法則という障害からの

自由，無知からの自由にとどまる。なぜなら，第ーに， 法則を認識しでも，人

閣の様々な目的の実現にとって障害となるものすべてが，直ちに除去できるわ

けではなし、。障害を除去するための具体的行動が必要である。例えば，社会発

展の法則が認識されたとしても，その法則通りに社会が発展するためには，様

様な障害が実際l乙除去されねばならないのである。第二に，法則を認識したと

しても，人間は必ずしもその法則lζ従って行動するわけではない。資本主義社

会は社会主義社会へと発展する，ある人がとのように認識したとしても，その

人は，資本主義社会延命のための決意と行動を選択するかもしれないのである。

従って「法則の認識」は，無知という障害からの自由にとどまる。だが，その

自由によって，人聞は，自分が内的に形成した意欲，それにもとづいて選択し

た価値を実現するために必要な， 一つの前提を得たのである。但し，乙の場合

も，その人閣の「特定の目的Jが，認識された法則に合致していなければなら

ないととは言うまでもなし、。なぜなら， 人間の目的選択は，いつでも法則に合

致してなされるとは言えないのだから。乙の場合は.i法員Ijの認識」は， 目的

実現のための前提たりえない。従って，エンゲ、jレスがζ 乙で述べている乙とは，

人聞が自己の目的を達成するためには，まず法則を認識する乙と，そしてその

目的が法則に合致したものである乙と，乙れが必要だとする点にある。人間の

選択した目的が，実現可能性の契機を含んだものであるためには，乙の点が不

( 54 ) 



現代自由論の研究(二) 527、

可欠だと指摘しているのである。乙れが. i法則を認識する乙と，そしてそれ

によって，乙れらの法則を特定の目的のために計画的lζ作用させる可能性を得

る乙とにあるjと述べられている乙との意味である。乙の後l乙続けて語られて

いる「意志の自由j. i判断の自由jの意味も，乙れと全く同じである。即ち，

意志や判断は，無知，盲目的必然性という障害から自由であれば，しかも，そ

の意志や判断が，認識された必然性の方向lζ沿ったものであれば，実現可能性

の契機を含んだものだと言いうる， という ζ とである。これと反対に. i無知

にもとづく ji気ままな選択Jは「みずからの不自由を証明する」。つまり，必

然、性についての無知，乙の障害から解放されていない場合には，人間の選択し

た目的は，実現可能性の契機を含みえなし、。つまりそれを実行に移したとして

も，思い通りの結果が得られないのである。なぜなら，意志や判断が実現可能

性の契機を含んだものであるための，第一の前提，即ち無知からの自由が欠如

しているからである。乙の乙とが，意志や判断を実践した結果，証明される。

つまり， 意志や判断は不自由であった ζ とが，証明されるのである。

乙こでエンゲ、ルスは. i不自由Jを「支配するはずの当の対象にみずから支

配されている ζ と」とし. i自由Jを「自然的必然性の認識にもとつ、いて，わ

れわれ自身ならびに外的自然、を支配する乙とJと述べている。乙の箇所から，

「自由とは， 自然と社会の必然性(自然だけでなく，社会をも含めた必然性で

ある乙とは，上記の第二，第三の引用文から明らか)の認識にもとづいて，自

然と社会を支配する乙と」という定義が引き出され，広く受け容れられ，乙の

定義が，マルクス主義自由論の伝統となってきたのである。果して乙れでよい

か。「支配するj(上記第三の引用文に「統制Jとか，社会と自然の「主人」と

か語られているのも，これと同義である)とは，どういう事だろうか。人聞は，

内的意欲にもとづいて価値を選択し，それを行動によって実現しようとする。

人間は， 諸々の価値を実現しようという目的を持って行動する存在である。上

述の通り，人閣の活動の対象をなす自然、や社会，これらの法則について無知で

あれば，人聞は目的を実現できない。意図した通りの結果は生じえないのであ

る。また，法則を認識しただけで，思し、通りに目的を達成できるわけでもない。

( 55 ) 



528 白石正夫

資本主義社会で，ある個人が，または労働者階級の多くが，社会発展の法則を

認識したとしても，社会主義社会を直ちに実現する乙とはできないばかりか，

彼等の思い通りに，資本主義社会を社会主義社会へと発展させる乙とができる

わけでもない。つまり，思い通りに社会を「支配」できるわけではない。その

ためには，諸々の障害，資本主義国家権力，経済権力，人々の反社会主義的意

識等，除去しなければならない障害が無数に存在している。また，それらの障

害を除去して社会主義革命を成功させたとしても，直ちに共産主義社会へと急

速に社会を発展させうるわけではない。古い社会政治諸制度，人々の残存する

資本主義的意識，未だ未だ不十分な生産諸力等，除去し解決しなければならな

い障害が山積していよう。更にまた，社会主義社会固有の発展諸法則が，完全

に解明され尽しているというわけにもいくまい。つまり，必然、性が盲目的に作

用するという事態もありえよう。そうであれば，もちろん目的を達成すること

はできない。その場合は，エンゲ、ルスの言う「それらを手段としてわれわれの

目的を達成すJべき，法則の発見，必然性の認識自体が，一つの目的となろう。

乙うして，論理的には，一切の障害が除去され，すべての難問が解決されて，

はじめて人聞は自然と社会の主人l乙なれるのであろう。つまり自然と社会を思

い通りに支配できるのであろう。「人聞が作用させる社会的原因は，だいたい

において人聞が望んだとおりの結果をもたらすようになり，また時とともにま

すますそうなってゆく。」このように， I自然と社会を支配する」とは，人間が

思い通りに「目的を達成することJ，人聞が意図した通りの「結果を得ることJ，

乙の乙とを意味している，と一応理解できるわけである。だが，思い通りに目

的を達成する， という場合の「思し、通りにJはどう解すべきか。「支配Jは支

配であって，自由ではない。「支配j そのものに自由という語をあてる必要は

なL、。すると，乙の「思い通りにJが，自由と関係があるのだということが理

解されよう。人聞の自由が問題となる全局面を，乙乙で考えてみよう。人間が

意欲を形成し，価値を選択し，それを実行に移し実現する。この全局面に障害

がなければ，人間は完全に自由だと言える。つまり，人間は， I思い通りにj

自己の決定を結果としてわがものとする乙とができるのである。乙れらの局面
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における障害を除去すること，即ち障害からの自由を獲得する乙と，乙れによ

って. r思い通り i乙」人聞は目的を達成するのである。乙の障害を除去するた

めには，その当の対象たる障害を科学的lζ認識し，その認識に従った実際の行

動が必要である。個人にとっても，社会全体にとっても. r特定の巨的J1[.対

する障害物を認識し，乙れを除去する行動がなければ，目的を思い通りに達成

できなし、。つまり. r必然性の認識にもとづいて， 自然と社会を支配Jしなけ

れは‘，障害が除去できないのだ，と考える乙とができる。即ち「必然性の認識

にもとづく 支配J1[.よって， 乙れを手段として，障害を除去し，従って. r思

い通りにj 目的が達成できるのである。「法則の認識」は， エンゲノレス自身が

「それらを手段としてわれわれの目的を達成するJと述べているが，上述の通

り，法則の認識だけでは，目的を達成する乙とができないことは明らかであっ

て，それは一つの手段にとどまる。目的を達成するためには，他の手段，即ち

盲目的必然性以外の障害を除去する手段が必要である。つまり，人間は，実践

的行動によ って，諸々の障害を実際lζ除去 しなければ，目的を実現できない。

「自然と社会を支配するJ乙とによって， これを手段として，それらの障害を

除去しうるのだ， と考えることができる。乙うして. r必然性の認識にもとづ

く支配jを，目的を達成するための手段，障害を除去するための手段，自由を

獲得するための手段と位置づけることができるのである。「し、ままでは人聞を

支配してきた，人聞をとりまく生活諸条件の全範囲が，いまや人間の支配と統

制に服する。J乙の乙とによって.r人間が作用させる社会的原因は，だいたい

において人聞が望んだとおりの結果をもたらすように」なる。乙のように.r自

然と社会とを支配する」乙とによ って，思い通り lζ，つまり障害なしに，自由

に， r望んだ通り」の結果を得る乙とができるのである。乙うして，エンゲ、ル

スの I自由」概念， r必然性の認識にもとづいて，自然と社会を支配することJ

は，障害を除去するための手段，または方法，自由を獲得するための手段.方

法だと言う乙とができるのである。人聞は，そのような手段なしに，障害を除

去できない，自由であることができない。乙のような場合iζは，手段の獲得自

体が，人間の一つの目的となるのである。そのような目的の達成もまた，前稿
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で指摘したように，自由を通して行なわれるのである制。即ち「必然性の認

識Jは，自由で多様な実践，また自由な研究，自由な討論，自由な批判を通じ

て得られ，人々の自由な試行錯誤を通じて，人々の確信となり，そのエネルギ

ーによって.I自然と社会lζ対する支配」が可能となるのである。

従来は，乙の手段が自由として理解されてきたのである。「必然性の洞察

lともとづく支配Jが真の自由，自由そのもの，自由の本質であり内容とされ

てきたのである。だが. I支配」は支配であって，自由ではなし、。「支配」の語

に，自由という意味をあてがい. I支配J=I自由Jとする乙とは， クランスト

ンではないが，自由の語の濫用であろう。乙の手段を「自由 1Jだと規定した

ところに，間違いがあったのである。これを「真の自由j ととらえると，どう

しても，所謂「自由 IIJの軽視が出て乙ざるをえない。統一的にとらえるとい

っても，やはり「自由 1Jが最高次の位相. I自由 IIJは低次の位相にあるも

のとされざるをえなかったのである。そのことから，個人の自由を，人間にと

って不可欠の価値だととらえる視点，個人が選択した価値及びその実現と同等

の価値をもつものだととらえる視点，乙れが欠落してしまったのである。個人

が選択した価値は，実現できなければ，無意味だ，という実現可能性の契機の

みを重視することから，個人の自由な自律的な選択というものの価値が，見失

われたのである。目的を実現するためには. I洞察と支配」がなければだめだ，

だから「洞察と支配」乙そ. I真の」人間の自由だ，こうなったのである。だ

が，その結果. I洞察と支配J自体が，何によって得られるのか，誰によって

保証されるのかが，分からなくなってしまったのである。それを保障し，保証

するのが，個人の自由でない以上，理性的目的を認識したエリートに頼らざる

をえなくなってしまうのである。こうした困難は，エンゲルスの「自由j概念

を，自由実現のための手段と位置づけることによって，解消しよう。手段は手

段であって，自由ではない，大切なのは自由だ，という乙とによって。また，

手段の獲得自体が，一つの目的として，この目的は，やはり大切な自由を通じ

て達成される，こういう論理によって，困難は解消しよう。

最後に，乙のエンゲルスの「自由」概念に関する，若干の論者の主張を概観
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してお乙う。筆者と同様の理解をしている，と考えられるのは，林田茂雄氏で

ある。彼も，秋間氏の区別を用いて，次のように述べている。「いわゆる自由

Eでいうととろの 『自由lは， ・・…どんな自由を求めるかという問題，すなわ

ち自由への欲望・あこがれ・要求の問題であり，いわば『自由の意欲1または

『自由の思想』を総括した概念である。と乙ろが自由 Iでいうと乙ろの 『自由』

は，その 『意欲iをどうやって自由に達成するかという実践的な方法の問題な

のである。 ・…だから自由 Iと自由Eとの関係は，どちらがどちらを包摂でき

るかで:きないか，というものなんかではない。意欲としての自由と，方法とし

ての自由とが，全く性質を異にした概念であることは明白なのに，乙の両者の

混同は，スターリン主義的自由論以来今日まで，マルクス主義哲学界の大部分

をおかし続けている。J8めこのように，自由 Iは自由Eを達成する「実践的な

方法の問題J，i方法としての自由」ととらえられている。しかし， i方法とし

ての自由」とは，いかにもこなれていない表現である。林田氏自身「自由は，

それが抑圧されている場合にとそ問題になる。従って自由の実現または維持は，

その障害の克服なしには不可能であるJ90) と述べ，その自由を保障するのが，

必然性の認識に従った行動である，と指摘しているのであるから，これは，す

っきりと手段，または方法と言い切ればよかったのでミある。乙の点では，やは

り，自由を「自由 IJと「自由 IIJとに区分した ζ とに，問題があったと言わ

ざるをえない。秋間氏がこのように提唱したことは，極めて積極的な意義をも

ったものと評価できる。つまり解明さるべき問題を，非常に明確なかたちで提

起したという点が，それで、ある。しかしその半面では，解決しがたい問題を，

その提起の中に含ませてしまったので、ある。つまり， i自由 IJと「自由IIJ

を区別した乙とで，エンゲ、ルスの「自由J概念を，自由のーっと確定してしま

ったのである。その上で，もう一つの自由，即ち「自由IIJとの関連が問われ

るというととになり，鯵坂氏も，林田氏も， 乙の延長線上で， i自由 IJを位

置づけねばならなかったので‘ある。

次lζ，向井俊彦氏の所論をとりあげてみる。彼は次のように語る。エンゲル

スの自由概念を， i行動の自由を必然性の認識と関係させて発展させたもので
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あり，また政治的・市民的自由を含蓄しないものではないと解釈でき，そう解

釈するとエンゲルスの自由論が， r自由 1Jと 『自由llJを統ーして理解する

ための基礎を与える乙とになると思うJ9ll0 i行動の自由のいう『障害がない』

ということは，行動の結果の認識を踏まえた大きな視野から考えると，行動の

条件を支配できている乙とによって保障されるのだからである。J92)向井氏は，

エンゲ、Jレスの「自由」概念を，一応自由の定義として認めつつも，それが，行

動の自由の保障について語っ たものだとしているのである。 乙れは，人間の行

動が， 首尾よくその目的を達成する上で不可欠な，障害を除去するための手段，

方法を示したもの，というのと同然で・ある。 但し，自由と 自由を保障するもの

とは， 区別されねばな らない。 一方は自由であり，他方はその為の手段だから

である。向井氏は乙れらを区別していない。彼は， 秋間，栗田両氏のエンゲル

ス把握には誤解がある，と批判している 931が，その批判が出てくる原因が，乙

乙にある。即ち向井氏は，自由 (i自由 IIJ)と自由を保障するもの (i自由 1J) 

とを区別せず，両者をともに自由として「統一して理解するJ。乙れが，向井

氏の誤解である。乙の誤解から，先の批判が出てきたのである。

粟田賢三氏は， iエンケルスの言う自由は，われわれが行動する際には自然

および社会の環境的な諸条件を支配して.行動の目的を支障なく達成する乙と

なのであるJ94) と述べ， 乙の意味での自由は， i社会的自由の拡大の土台をな

すものJ9めだと指摘している。彼も筆者と同様の理解を していると言えるが，

未だエンゲルスの言う「自由Jを，自由の一種と表現し，言い換えると「土台

としての自由Jという乙とになって，乙なれた表現を与えているとは言えなし、。

粟田氏と同様の把握を している論者と して，中野徹三氏をあげる乙とができ

る。彼は， iエンゲjレスの規定は，それ自身，人間の諸自由の発展度を究極的

iζ規定するもっとも根本的な条件を指示 しているJ96) と述べている。但し，中

野氏は，エンゲノレスの言う「自然的必然、性の認識JIζは社会的必然性が含まれ

ていない，と理解している 971。乙の点1<:，彼の認識の致命的欠陥がある。 彼の

ように理解すれば，彼自身が強調する社会的自由，従ってまた，彼が乙の自由

と弁証法的関係にあるとする人格的自由附が， 何を「根本的条件Jとして得ら
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れるのか.説明できなくなる。それゆえ，彼は，階級社会における自然、支配と

しての「自由jの増大を，社会関係における隷属の深化をもたらすもの，とし

てしか理解できない則。また，彼のような視点では，社会支配としての「自由J

が，自然支配としての「自由」を発展させる，という弁証法も理解できない乙

とになる。だが，他方では彼も，階級社会での社会的自由の増大の事実につい

て語らざるをえない 100)。矛盾である。

最後iζ指摘しておかねばならないのは，上述の「土台としての自由J.r方法

としての自由J.また「行動の自由の保障J.乙れらの把握は，次のような方向

に展開される可能性をもっている，という点である。つまり，乙れらにおいて

は，やはりエンゲルスの言う「自由」が， 一つの意味の自由としてとらえられ，

これが.r土台Jr方法Jr保障」とみなされているのである。すると.r土台」

「方法Jr保障」なしに. r社会的自由Jr意欲としての自由Jr行動の自由jは

得られるか。否。 それらを得るためには「土台Jr方法Jr保障」が必要だ。し

かも「土台Jr方法Jr保障」とは，そもそも「自由Jなのである。即ちエンゲ

Jレスの言う「自由j が. r社会的自由Jその他の獲得のためには重要だ。必然

性の洞察に従った行動が，何よりも真先iζ必要だ。乙のように展開される危険

性があるのである。やはり，手段は手段，大切なのは自由ととらえ，手段自体

も自由によって獲得される，乙のように明確に位置づけることが肝要なのであ

る 。(昭和57年 5月20日受理)
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